
登米市病院事業　財務会計システム更新業務
プロポーザル実施要領

平成２３年１０月
登　米　市　病　院　事　業
　この要領は、登米市病院事業財務会計システム更新業務を実施する事業者を選定するにあたり、参加事業者が機能要件書等を十分に理解し、的確に履行できる技術力を有するかを審査することを目的として、必要な事項を定めたものです。

１．業務の説明

（１） 業務名称

登米市病院事業　財務会計システム更新業務
（２） 業務概要

平成１７年４月に市町村合併により、旧町域５病院・２診療所・１老人保健施設の財務会計を統一したシステムを導入し、現在まで運用を行っている。

現在は公立病院再編計画により、３病院・４診療所・１老人保健施設体制となっており、登米市病院事業会計及び登米市老人保健施設事業会計（以下、「病院事業会計」とする）の２つの事業会計を管理し、導入後７年目を迎えている。

また、登米市の病院事業会計は、平成２０年４月から地方公営企業法の全部適用を行っており、総務省では地方公営企業法の会計基準や資本制度等の抜本的な見直しを平成２５年４月に予定している。

今回、現状のシステムが長期に稼動しているため、ハード機器の老朽化による故障が懸念されること、そして地方公営企業会計制度の見直しが間近に迫っていることから、円滑な財務処理の実施と制度見直しへの対応を目的として、新たな財務会計システムへの更新を行うものです。

なお、本更新業務の業者選定にあたっては、信頼性が高く操作性が良いシステムの導入及びコストの低減を図る必要から、会社概要・実績、アプリケーション機能・特徴、推進体制、運用サポート・保守体制のほか、システム導入費用、ハード・ソフト保守費用も含めた総合的評価を行うものとする。

（３） 業務内容及び要求仕様

 別紙
 ・登米市病院事業財務会計システム更新業務 基本機能要件書（以下「基本機能要件書」）
 ・登米市病院事業財務会計システム更新業務 業務別機能要件書（以下「業務別機能要件書」）
　・登米市病院事業財務会計システム更新業務　技術提案依頼書（以下「技術提案依頼書」）　
　・その他補助資料（別紙1～3）のとおり。
（４） 業務期間

契約締結日の翌日から平成２９年３月３１日まで

（５） 業務の場所

登米市病院事業関連施設（登米市民病院、豊里病院、米谷病院、登米診療所、よねやま診療所、豊里老人保健施設、登米市サーバ室）

（６） 契約方法

公募型プロポーザル方式による随意契約とします。

（７） 提案上限額（総額）

　７４，０３６千円（消費税及び地方消費税を含む総額）

　　ただし、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示すためのものであり、５年間のハード・ソフト保守費用等をすべて含むものであることに留意すること。

＊システム更新業務の提案上限額は上記のとおりであり、提案額が上記金額を超えた場合は失格とします。

（８） 事務局

ア 担当部署　登米市医療局　経営管理課
イ 担　当　　　財務係
ウ 所在地　〒987-0511　宮城県登米市迫町佐沼字下田中２５
　　　　　　　　　　　　　　　　（登米市立登米市民病院内）

エ 連絡先（電話） 0220-21-5030
　（ＦＡＸ）0220-22-0345
オ 電子メール keieikanri@city.tome.miyagi.jp 
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	募集の公告
	平成２３年１０月７日（金）

	参加表明書等受付期限
	平成２３年１０月２１日（金）午後５時まで

	質問書提出期限
	平成２３年１０月２６日（水）午後５時まで

	提案書の提出期限
	平成２３年１１月１５日（火）午後５時まで

	書類審査（一次審査）
	平成２３年１１月中旬を予定

	デモ・プレゼン審査（二次審査）
	平成２３年１１月下旬を予定

	選定結果通知
	平成２３年１２月上旬を予定


２．参加申請等

（１） 参加資格

本業務のプロポーザルに参加する事業者は、登米市一般（指名）競争入札参加業者資格者名簿に登載されている者で、通知日現在において次の要件のすべてを満たすこととします。

①登米市競争入札参加資格及び審査等に関する規程(平成17年4月1日告示第11号)及び登米市指名停止基準(平成20年3月27日告示第69号)に基づく指名停止中の企業及びこれに準ずる企業でないこと。また、登米市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日告示第227号)第3条に該当する企業でないこと。
② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定するものに該当しないもの。

③ 次の各号に該当しないものであること。

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は前６か月以内に手形もしくは小切手の不渡りを出したもの。

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規程により、更正手続開始の申し立てをしている者でないこと。
ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規程により、再生手続開始の申し立てをしている者でないこと。
④ リース会社を通じて賃貸借による契約の締結が可能であること。

⑤ 自治体病院における導入実績があること。

　

　　※参加資格要件確認基準日は、登米市病院事業が参加表明書を受理した日から、提案事業者と委託契約を締結する日までとする。
（２） 参加表明
本業務のプロポーザルへの参加を希望する事業者は、下記のとおり別添様式１「参加表明書」を提出し、登米市病院事業に対して参加表明を行うものとします。なお、期限までに提出がない場合は参加の意思が無いものとします。
ア 提出書類

様式１「参加表明書」及び様式２「秘密保持誓約書」
イ 提出部数

各１部

ウ 提出期限

平成２３年１０月２１日（金）午後５時まで（必着）

※ なお、提出可能時間は、平日の午前８時３０分から午後５時までとします。

エ 提出方法

事務局へ直接持参にて提出してください。郵送・電子メール等での提出は不可とします。

オ 参加辞退

参加の途中辞退は自由であり、以後の指名等において、辞退による不利益な取り扱いを受けることはありません。なお、参加を辞退する場合には、登米市病院事業より提供した資料等を返却の上、別添様式３「参加辞退届」を提出するものとします。

（３） 資料の提供

登米市病院事業に対し参加表明を行った事業者には、提案書作成のための以下の資料を提供します。

ア 提供資料

・技術提案依頼書
・基本機能要件書
・業務別機能要件書

・その他補助資料（別紙１～３）
イ 提供資料の管理

アに記載された提供資料は、秘密文書として厳重に管理してください。また、提供資料は、本業務の提案書作成のために使用する場合に限り、必要に応じて複製を認めますが、それらの使用者、保管場所等について厳重に管理するものとします。なお、業務について知り得た情報は、目的外に使用し、又は第三者に開示もしくは漏えいしてはならないものとします。
ウ 提供資料の廃棄

提供資料は、複写した資料を含め、当該資料が必要なくなった時点で完全に復元できない状態にした後に廃棄するものとします。

３． 質問及び回答

（１） 質問書の提出

質問については、別添様式４「質問書」により提出してください。

ア 提出期限

平成２３年１０月２６日（水）午後５時まで（必着）

イ 提出方法

事務局宛にFAXで提出してください。また、事務局あての電子メール送信も可とします。
なお、FAX 送付後及び電子メール送信後、電話による確認連絡をお願いします。

（２） 質問書の回答

質問に対する回答は、平成２３年１１月１日（火）午後５時までにＦＡＸ又は電子メールにて全参加表明事業者（辞退者は除く）に対し回答します。なお、質問に対する回答は、本要領及びその他配布された提供資料の追加または修正とみなします。

４． 提案書の提出

（１） 提出書類

別紙「技術提案依頼書」「基本機能要件書」の依頼事項の詳細を踏まえた技術提案書
別紙「業務別機能要件書」の要求項目（機能）についての回答

（２） 提出期限

平成２３年１１月１５日（火）午後５時まで（必着）

（３） 提出方法

提出する提案は１案のみとし、直接持参にて提出してください。その他の方法での提出（郵送、電子メール等）は不可とします。また、提出できる時間は、平日の午前８時３０分から午後５時までとします。

（４） 提出物の形態及び部数

　技術提案書の正本表紙には、社名及び代表者名を記載し押印すること。また、副本には会社名が判別できないよう、全ページにおいて社名等の記載は行わないこと。
　用紙はＡ４サイズ（Ａ３の場合三つ折り）　１３部（正本１部、副本１２部）
（５） 提案のための費用負担

提案にかかる費用は、すべて提案事業者の負担とします。（デモンストレーション、プレゼンテーションを含む）
（６） 登米市病院事業からの疑義照会

提出のあった提案書の内容について、必要に応じて、登米市病院事業から疑義照会等を行うことがあります。

（７） 提案書の取り扱い

ア 提案書の提出後において、事業者の選定までの間は、提案書に記載された内容の追加及び変更は、登米市病院事業で依頼又は合意のあったもの以外は原則として認めません。

イ 提出された提案書等は、一切返却いたしません。

ウ 提出された提案書等は、必要に応じて複製する場合があります。

エ 提出された提案書等は、営業上の秘密に該当する部分があることが考えられることから、原則公開しないものとしますが、登米市情報公開条例の対象行政情報となるため、情報公開請求や情報公開請求訴訟の如何によっては、公開される可能性があります。したがって、企業秘密など、公開されることにより提案事業者が不利益を被るおそれのある情報については、極力含まないようにするか、マル秘マークを付加する等、適切な措置を講ずるものとします。

５．審査方法等
本プロポーザルによる審査・評価は、「登米市病院事業財務会計システム更新業務受託事業者審査委員会（以下「審査委員会」という）において行うものとします。
（１） 審査
① 書類審査（一次審査）
提案各社の参加資格、提案内容、実績等の書類審査を行う。
後日、一次審査の審査結果を通知します。
② デモンストレーション審査（二次審査）
ア　各社の提案システムについてデモンストレーションを行ない、システムの評価を行います。

イ　デモンストレーション実施概要

(ア) 日時：１１月下旬実施予定

(イ) 場所：後日指定する場所

(ウ) 説明時間：　５０分以内

(エ) 提案事業者はデモ機を２台程度準備の上、効率的なデモ運営を行うこととします。

③ 提案プレゼンテーション及び見積り費用評価（二次審査）
ア　提出された技術提案書に記載されている提案内容について、プレゼンテーション及び質疑応答を行います。プレゼンテーションでは本業務内容の理解度や取組み姿勢などについての評価を行います。なお、費用見積書については、プレゼンテーション審査実施時に徴し、評価を行います。

イ　提案プレゼンテーション実施概要

(ア) 日時：１１月下旬実施予定

(イ) 場所：後日指定する場所

(ウ) 人数：３名以内

(エ) 説明時間：　６０分以内（質疑応答含む）

(オ) 説明者：提案書に含まれる推進体制に記載されている者が行うこととします。ただし、複数の者が役割分担をして行うことも可とします。

(カ) 機器類の準備：プロジェクター、スクリーン等を使用する場合は、提案事業者で準備願います。

（２） 選定方法

審査委員会において、デモンストレーション及び提案プレゼンテーション、技術提案書、機能要件書、見積価格評価の全ての評価を踏まえた総合的な判断により、選定事業者を決定します。また、次点者についても併せて決定します。
（３） 結果通知

審査結果については、参加表明書に記載された代表者宛に書面にて通知します。

（４） その他

審査の経緯及びその内容に関しての問い合わせには応じません。また、審査結果に対する異議申し立て、及び審査結果の開示を理由とした他社提案の閲覧請求は受け付けないものとします。

６． 契約方法

提出された提案書、提案プレゼンテーション等内容に基づき、登米市病院事業会計等と選定事業者において詳細設計及び契約内容の協議を経て随意契約により契約を締結する予定です。

なお、選定事業者との協議において、両者が合意に至らなかった場合には、次点者との協議を行ないます。

契約手続き及び契約書は、登米市財務規則の定めるところによります。また、登米市病院事業は、契約締結後においても受託事業者に本要領における失格事項、不正又は虚偽記載等と認められる行為が判明した場合は、契約を解除できるものとします。

 別添様式

（様式１）参加表明書

（様式２）秘密保持誓約書

（様式３）参加辞退届

（様式４）質問書

（様式１）

平成 　年 　月 　日

（あて先）

登米市病院事業管理者　 殿
参　加　表　明　書

登米市病院事業財務会計システム更新業務に係るプロポーザルに参加したいので、「秘密保持誓約書」を添えて参加を表明します。なお、本実施要領に記載の参加資格について、各号の要件をすべて満たしていることを誓います。
　　
会社名 ：　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
住所 ：

代表者名 ：　　　　　　　　　　　　　 　　㊞
電話番号 ：

ＦＡＸ番号 ：

電子メール ：

担当者名 ：

（様式２）

秘　密　保　持　誓　約　書
登米市病院事業財務会計システム更新業務に係るプロポーザル参加に際し、登米市より開示される秘密文書について、以下の通り取り扱うことを確認します。

1 秘密文書は、技術提案にのみ利用し、関連する者のみ閲覧する。
2 秘密文書の取扱いに関し、使用者・保管場所を厳重に管理する。
3 提案終了時には、すべての機密情報を廃棄する。
4 登米市の定める個人情報保護に関する条例等を遵守する。
5 秘密情報を登米市から開示された側の責により、発生した登米市の損害を賠償する責めを負うものとする。
平成 　　年 　　月　 　日
（あて先）

登米市病院事業管理者 　殿
会社名 ：　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
住所 ：

代表者名 ：　　　　　　　　　　　　　　　㊞
電話番号 ：

ＦＡＸ番号 ：

電子メール ：

担当者名 ：

（様式３）

（あて先）

平成 　年 　月 　日

登米市病院事業管理者 　殿
参　加　辞　退　届

登米市病院事業財務会計システム更新業務に係るプロポーザルについて、参加表明書を提出いたしましたが、参加を辞退したいのでここに届け出ます。

会社名 ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
住所 ：

代表者名 ：　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
電話番号 ：

ＦＡＸ番号 ：

電子メール ：

担当者名 ：

（様式４）

質問書

（あて先）

登米市病院事業管理者 　殿
会社名 ：

住所 ：

担当者名 ：

電話番号 ：

ＦＡＸ番号 ：

電子メール ：
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